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１ 計画の趣旨と基本理念

第１章 総 論 

(1) 計画策定の趣旨 

〇 医療法第３０条では、都道府県は、医療を提供する体制の確保に向け「医

療計画」を策定することとしています。このため、神奈川県においても、平

成２０年度から平成２４年度までを計画期間とする「神奈川県保健医療計画」

を策定しました。 

〇 今般、神奈川県では、計画期間の満了に伴い、平成２５年度から５か年の

新たな「神奈川県保健医療計画」を策定します。 

〇 本市では、「神奈川県保健医療計画」の地域版として、平成２１年３月に

現行の「川崎市地域保健医療計画」を策定しましたが、今般の計画改定にあ

たって、神奈川県では、地域版を作らないこととしました。 

〇 こうした中で、本市では、市内の人口の急増や高齢化の進行など、社会環

境の変化を踏まえ、市民の医療ニーズや医療現場の課題を把握しつつ、将来

を見据えた施策を推進するため、「神奈川県保健医療計画」や「かわさきい

きいき長寿プラン」などの関連計画と連携を図りながら、今後めざすべき医

療の提供体制を明確化していくため、「川崎市地域医療計画（以下、「本計画」

といいます。）」を策定します。 

〇 なお、本計画は川崎市新総合計画「川崎再生フロンティアプラン」に基づ

き、「安全で快適に暮らすまちづくり」や「幸せな暮らしを共に支えるまち

づくり」を推進するため、救急医療、災害時医療、さらに地域における医療

供給体制の整備など、地域医療施策を展開するための総合的な計画です。 

(2) 「神奈川県保健医療計画」などとの連携 

〇 神奈川県保健医療計画では、保健と医療について、県域に共通する広域的

な課題の解決をめざしています。そのうえで、二次保健医療圏として、本市

を川崎南部保健医療圏（川崎区・幸区・中原区）と川崎北部保健医療圏（高
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津区・宮前区・多摩区・麻生区）に区分し、これを基本として施策を展開し

ます。なお、一次保健医療圏は各行政区、三次保健医療圏は県全域です。 

〇 本市では、市域に共通する市民全体の医療ニーズや医療現場の課題を把握

し、将来を見据えた対策を検討することが必要です。このため、神奈川県保

健医療計画はもとより、かわさき健康づくり２１など、市民の健康生活を支

援する計画や、市内の災害発生に備える計画とも整合と連携を図りつつ、地域

の特色に配慮しながら、市民の健康回復を支援するため、今後めざすべき医療

の提供体制を明確化することを目的として、本計画を策定します（図１－１）。 

（図１－１）川崎市医療計画と関係諸計画の関係 

連携・整合性 

市民の健康生活を支援する計画 

第２期かわさき健康づくり２１・かわさきいきいき長寿プラ

ン(※)・第３次かわさきノーマライゼーションプラン改訂版・

第３期かわさき健やか親子２１ 等 

市内の災害発生に備える計画 

川崎市地域防災計画 

麻生区 

多摩区 

宮前区 

高津区 

中原区 

幸区 

川崎区 

地域の特色に配慮

しつつ、市域を一体

とした施策展開 

(※) 第５期川崎市高齢者保健福祉計画・介護
保険事業計画「かわさきいきいき長寿プラン」 

連携・整合性 神奈川県保健医療計画 

全県にわたる広域的な施策の中で、

二次医療圏である川崎南部保健医療圏

（川崎区・幸区・中原区）と川崎北部保

健医療圏（高津区・多摩区・宮前区・麻

生区）ごとの医療の提供体制を構築 

市民の健康回復を支援する計画

川崎市地域医療計画 
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(3) 計画の期間 

○ 本計画の計画期間は、平成２５年度から平成２９年度までの５か年とし、

国の制度改定があった場合などは、必要に応じて見直しを行います。

(4) 計画の対象区域 

○ 本計画では、市域を一体のものとして市内全区を対象としており、さらに

各地域の特色に配慮しながら施策展開を図ります。 

(5) 計画の課題と基本理念 

〇 本市においても、限られた医療資源を効果的に活用し、医療機能の分化・

連携を推進しながら、地域全体で切れ目なく必要な医療が提供されるしくみ

をさらに推進するとともに、広く市民に、自分が病気になったときにどのよ

うな治療が受けられ、どのように日常生活に復帰できるかなど、地域におけ

る医療連携体制をわかりやすく示すことが求められています。 

○ 現在、本市において医療を提供する体制については、次の２つの課題があ

げられ、施策展開を図る必要があります。 

ア  今後、本市においても人口の高齢化の進行が見込まれます。このため、

「救急医療体制の充実」とともに、国民の６割が自宅での看取りを望む

反面、８割が自宅以外で亡くなっている中で、「在宅医療の推進」が課

題となっています。 

イ  本市では、中原区を中心に、中部地区の若い世代の人口が当面は増加

すると見込まれています。このため、周産期救急医療や小児救急医療に

対する需要の増加と医療体制の充実が課題となっています。 

〇 このような課題の解決に向けて、本計画では、「市民が住み慣れた地域で

健やかに暮らせる医療体制の構築」を基本理念とし、「地域での暮らしを支

える医療の充実」、「安全・安心を支える医療の提供」、「市民とともに育む医

療の推進」の３つを基本目標とします（図１－２）。 
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（図１－２）川崎市地域医療計画の基本理念と基本目標 

(6) 計画の実施状況の点検 

〇 本計画は、市民や保健・医療・福祉・介護の関係者の理解と協力のもとで

推進します。このため、計画は定期的に社会情勢の変化に応じて検証し、施

策の充実に努め、市民や医療機関に対して発信する必要があります。 

〇 本計画の進捗管理は、地域医療の基本となる重要な事項であるため、川崎

市地域医療審議会において、「計画（Plan）」・「実行（Do）」・「評価（Check）」・

「改善（Action）」の過程による「ＰＤＣＡサイクル」に基づき行います

（図１－３）。 

〇 川崎市地域医療審議会は、川崎市医師会など医療関係団体や福祉・介護関

係団体の代表のほか、医療を受ける側である団体の代表や公募市民、さらに

学識経験者を委員とし、課題を詳しく検討するための専門部会や、臨床現場

の最前線で働く医療技術者の意見を聴くための専門会議を設置しています。 

［基本目標２］ 

安全・安心を支える医療の提供 

救急医療機能のさらなる充実とともに、市

民が状況に応じて必要な医療を受けられる

よう、病院・診療所等の連携システムの強

化・医療安全対策を推進します。 

［基本目標３］ 

市民とともに育む医療の推進

健康都市に向けて、市民が自ら健康を増

進できるように、医療に関する情報発信や普

及啓発の充実を図り、保健・医療・福祉・介

護の相談機能の連携を推進します。 

［基本目標１］ 

地域での暮らしを支える医療の充実

市民が住み慣れた地域で安心して暮らし

続けられるよう、保健・医療・福祉・介護の連

携による在宅医療・地域包括ケアシステムの

推進をめざします。 

基本理念 

住み慣れた地域で健やかに暮らせる医療体制の構築 
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（図１－３）川崎市地域医療審議会における川崎市地域医療計画の進捗管理

(7) 本計画の構成 

○ 本計画は、原則として小項目（かっこ付き数字の項目）ごとに【現状・課

題】と【施策の方向】を述べています。【施策の方向】については、関係団

体の事業など、特別な記載がない限り本市としての取組を示しています。 

○ 専門的な医療用語などについては、文中に*（アスタリスク）を付し、大

項目（明るい緑色の背景が付いた項目）の末尾に「ことば」などとして解説

を掲載しています。 

〇 文中において、医療機関や団体の名称などに冠されている法人名称等（医

療法人社団〇〇・社会福祉法人〇〇・学校法人〇〇・株式会社〇〇など）に

ついては、原則としてこれを省略させていただいています。 

〇 本文中のＵＲＬや電話番号は、平成２５年３月１日現在の記載です。 

計画（Plan）
〇 施策推進の目標
〇 施策の方向と内容

実行（Do）
〇 目標の達成に向けた事務
事業の執行

評価（Check）
〇 施策推進の目標進捗状況の
把握

〇 施策の方向・内容の成果確認

改善（Action）
〇 施策推進の目標の見直し
〇 施策の方向・内容の見直し

各専門部会 

各専門会議 

川崎市地域医療審議会 
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２ 川崎市の概況 

(1) 地勢・公共交通 

〇 本市は、首都圏の中心部、神奈川県の北東部に位置し、東京都・横浜市に

隣接しています。多摩川に沿って南北に細長く立地しており、南部は東京湾

に接し、北部は多摩丘陵や生田緑地などの豊かな緑に囲まれています。 

〇 臨海部は京浜工業地帯の中心地であり、大規模な工場群とともに物流拠点

や研究開発拠点が立地しています。 

○ 特に、本市の殿町区域では、横浜市の元町区域や、みなとみらい地区、福

浦地区とともに京浜臨海部ライフイノベーション国際戦略総合特区

（１３０ページ）に指定された殿町戦略拠点（ＫＩＮＧ ＳＫＹＦＲＯＮＴ）

として、研究機関、医療・健康関連企業、医療機関などが連携する取組を進

めています。 

〇 中部・北部は、良好な住環境と交通の利便性を活かし、東京都のベッドタ

ウンとしての住宅地として開発が進み、人口が増加しています。 

 このように、本市では地域それぞれが多様な個性を持っています。 

〇 鉄道では、ＪＲ南武線が市内を南北に結んでいます。また、東京都内から

放射状に延びる京急・東急・ＪＲ・小田急・京王の各路線が整備されていま

す（図１－４）。 

〇 このため、本市の「第５回パーソントリップ調査」では、平成１０年に比

して、平成２０年には市内で動くトリップは微増（１.０３倍）にとどまる

ものの、市外に出るトリップ数・市内に入るトリップ数とも１.２倍に増加

しています。 
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(2) 人口構造 

〇 本市の人口は過去５年間で４８,８９４人増加し、平成２４年１０月１日

現在で１,４３９,１６４人となりました。区別では、人口が最も多い区は中

原区で２３６,６２９人となっています。また、過去５年間の人口増加が最

も多い区は中原区で、１１,６４７人となっています（図１－５）。 

京急大師線

ＪＲ南武支線

ＪＲ南武線 

東急東横線

東急田園都市線

小田急小田原線小田急多摩線

京王相模原線

溝の口 
武蔵溝ノ口

登戸 

新百合ヶ丘
武蔵小杉 

ＪＲ横須賀線 

川崎 
京急川崎

京急線

ＪＲ東海道線 
ＪＲ京浜東北線 

140,000

160,000

180,000

200,000

220,000

240,000

川崎区 幸区 中原区 高津区 宮前区 多摩区 麻生区

（図１－５）本市における区別人口の推移（各年１０月１日現在） 平成20年

平成21年

平成22年

平成23年

平成24年

(人)

「川崎市年齢別人口」による。

（図１－４） 

川崎市内の交通の状況
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(3) 年齢３区分別人口 

① 年少人口（０歳～１４歳 各年１０月１日現在） 

〇 平成２４年では、最も年少人口が多い区は宮前区で、３２,８２２人とな

っています。また、過去５年間で最も大きく年少人口が増加した区は中原区

で、１,５７６人の増となっています（図１－６）。 

② 生産年齢人口（１５歳～６４歳 各年１０月１日現在） 

〇 平成２４年では、最も生産年齢人口が多い区は中原区で、１７０,１８１人

となっています。過去５年間で最も大きく生産年齢人口が増加した区は中原

区で、４,６２６人の増となっています（図１－７）。 
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川崎区 幸区 中原区 高津区 宮前区 多摩区 麻生区

（図１－６）本市における年少人口（０歳～１４歳）の推移 平成20年

平成21年

平成22年

平成23年

平成24年

(人)

「川崎市年齢別人口」による。
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（図１－７）本市における生産年齢人口（１５歳～６４歳）の推移 平成20年

平成21年

平成22年

平成23年

平成24年

(人)

「川崎市年齢別人口」による。
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③ 老年人口（６５歳以上 各年１０月１日現在） 

〇 平成２４年では、最も老年人口が多い区は川崎区で、４４,６５５人と

なっています。過去５年間で最も大きく老年人口が増加した区は宮前区

で、５,９１７人の増となっています（図１－８）。 

(4) 人口の将来推計（「第３期実行計画の策定に向けた将来人口推計について」による。）

〇 本市では、今後約１５年間にわたって人口は着実に増加し、平成３７年に

は約１５０万人、平成４２年には約１５１万人となることを見込んでいます。 

〇 年少人口では、平成３７年までは、中原区では約３２,０００人、高津区

では約３０,０００人まで増加が続くと見込まれますが、他の区では平

成２７年以降、減少が見込まれます（図１－９）。 

〇 生産年齢人口では、幸区、宮前区、多摩区で減少が見込まれますが、中原

区と麻生区では、平成３７年までにそれぞれ約１０,０００人の増加が見込

まれます（図１－１０）。 

〇 老年人口では、各区とも増加が見込まれる中で、特に高津区・宮前区・多

摩区・麻生区では、それぞれ約１０,０００人以上の増加が見込まれます

（図１－１１）。 
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（図１－８）本市における老年人口（６５歳以上）の推移 平成20年

平成21年

平成22年

平成23年

平成24年

(人)

「川崎市年齢別人口」による。
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平成27(2015)年
平成32(2020)年
平成37(2025)年
平成42(2030)年
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（図１－９）年少人口（０歳～１４歳）の区別推計
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（図１－１０）生産年齢人口（１５歳～６４歳）の区別推計

(人)
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(5) 世帯 

① 本市の世帯数の推移 

〇 世帯数は平成７年以降約１５９,０００世帯増加しており、平成２２年に

は６６２,６９４世帯となりました。区別では、平成７年以降世帯数が最も

増加している区は中原区で、２８,６０６世帯の増となっています

（図１－１２）。 

平成27(2015)年
平成32(2020)年
平成37(2025)年
平成42(2030)年
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（図１－１１）老年人口（６５歳以上）の区別推計
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（図１－１２）本市における区別世帯数の推移 平成7年

平成12年

平成17年

平成22年
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国の「国勢調査」による。
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② 核家族世帯の増加 

〇 核家族世帯とは、夫婦のみ、夫婦と未婚の子のみ、父親又は母親と未婚の

子のみの世帯です。区別に見ると、平成７年以降核家族世帯が最も増加して

いる区は高津区で、１２,７８１世帯の増となっています（図１－１３）。 

③ 高齢夫婦世帯・高齢単身世帯の増加 

〇 高齢夫婦世帯とは、夫６５歳以上，妻６０歳以上の夫婦１組のみの世帯で

す。また、高齢単身世帯とは、６５歳以上の人１人のみ（ひとり暮らし）の

世帯です。本市では、平成７年以降高齢夫婦世帯は２１,７９８世帯、高齢

単身世帯は３０,４００世帯増加しています（図１－１４）。 
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川崎区 幸区 中原区 高津区 宮前区 多摩区 麻生区

（図１－１３）本市における核家族世帯の区別世帯数の推移 平成7年

平成12年

平成17年

平成22年

(世帯)

国の「国勢調査」による。
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（図１－１４）本市における高齢夫婦世帯・高齢単身世帯の世帯数の推移 高齢夫婦世帯

高齢単身世帯
(世帯)

国の「国勢調査」による。



-１３- 

３ 市民の健康と受療動向 

(1) 出生と死亡の概況 

① 出生 

〇 平成２３年における市内の出生数は合計１４,３０７人で、最も多い区は

中原区で２,６３７人となっています（図１－１５）。 

〇 本市における平成２３年の人口千対（人口１,０００人あたり）出生率

は１０.０で、全国及び神奈川県を上回っています。また、合計特殊出生率*

は１.２６で、全国を下回っています（図１－１６）。 
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（図１－１５）本市における区別出生数の推移 平成19年

平成20年

平成21年

平成22年

平成23年

(人)

「神奈川県衛生統計年報」による。
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（図１－１６）本市・神奈川県・全国の出生率・合計特殊出生率の推移

出生率（本市） 出生率（神奈川県）

出生率（全国） 合計特殊出生率（本市）

合計特殊出生率（神奈川県） 合計特殊出生率（全国）
(出生率) (合計特殊出生率)

「神奈川県衛生統計年報」による。
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〇 本市における平成２３年の母の平均出産年齢は、第一子（初産）が３２.５歳

で、総数（全ての子どもを含む平均）は３３.４歳となっており、それぞれ

全国の平均出産年齢を２歳以上上回っています。また、過去５年間の推移を

見た場合、本市及び全国において、第一子の平均出産年齢・総数の平均出産

年齢とも０.６歳から０.７歳上昇しています（図１－１７）。 

〇 本市において、平成２３年に新生児が出生した施設（市内・市外を問いま

せん。）の割合は、病院が６３.１％、診療所が３３.９％、助産所が２.７％

となっています。過去５年間では、病院の比率が２.７ポイント上昇してい

ますが、診療所は２.１ポイント、助産所は０.５ポイント低下しています

（図１－１８）。 
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（図１－１７）本市及び全国の母の第一子・総数の平均出産年齢の推移

平均出産年齢(本市・総数) 平均出産年齢(本市・第一子)

平均出産年齢(全国・総数) 平均出産年齢(全国・第一子)
(歳)

本市の数値は「川崎市健康福祉年報」、全国の数値は国の「人口動態調査」による。
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（図１－１８）本市における出産の場所の割合の推移

病院 診療所 助産所 自宅 その他場所
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「神奈川県衛生統計年報」による。
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〇 本市における新生児（生まれた施設の市内・市外を問いません。）の出生

体重について、２,５００ｇ未満の低出生体重児の割合は、平成２３年に

は１０.０％となっており、過去５年間にわたってほぼ横ばいとなっていま

す（図１－１９）。 

② 死亡 

〇 平成２３年における市内の死亡数は、合計９,６８６人であり、川崎区

が２,１１７人と最も多く、続いて中原区で１,３８７人となっており、過

去５年間では、多くの区で増加傾向にあります（図１－２０）。 

〇 本市における平成２３年の人口千対の死亡率（人口１,０００人あたりの
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（図１－２０）本市における区別死亡数の推移 平成19年

平成20年

平成21年

平成22年

平成23年
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「神奈川県衛生統計年報」による。
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（図１－１９）本市における新生児の出生体重の割合の推移
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「神奈川県衛生統計年報」による。
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死亡数）は６.８で、全国の９.９、神奈川県の７．９を下回っています。過

去５年間では、死亡率はゆるやかに上昇しています（図１－２１）。 

〇  平成２３年における本市における出生千対の乳児死亡率（出

生１,０００人あたりの１年未満の死亡数）は２.７、新生児死亡率（出

生１,０００人あたりの生後４週未満の死亡数）は１.５、周産期死亡率（出

生１,０００人あたりの妊娠満２２週以後の死産数と生後１週未満の死亡数

の和）は３.６となっています（図１－２２・１－２３・１－２４）。 

〇 過去５年間では、乳児死亡率、新生児死亡率はほぼ横ばいとなっており、

周産期死亡率は、平成２１年をピークに改善の傾向があります。 
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（図１－２１）死亡率（本市・神奈川県・全国）の推移 全国 神奈川県 本市

「神奈川県衛生統計年報」による。
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（図１－２２）乳児死亡数(本市)・乳児死亡率(本市・全国・神奈川県)の推移
乳児死亡数(本市) 乳児死亡率(全国)
乳児死亡率(神奈川県) 乳児死亡率(本市)
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「神奈川県衛生統計年報」による。
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〇 本市における死因別の死亡割合としては、過去５年間をとおして最も多い

死因は悪性新生物（がん）で、続いて心疾患（急性心筋梗塞など）、脳血管

疾患（脳卒中など）です（図１－２５）。 

○ また、悪性新生物、心疾患、脳血管疾患は、全国的にも死亡率が高く、「三

大死因」と言われています。本市では、三大死因による死亡数の総死亡数に

対する割合は、過去５年間では減少傾向にあるものの、平成２３年に

は５６.２％となっています。疾病ごとの死亡数の割合についてみると、総

死亡数に対して、悪性新生物が３１.０％、心疾患が１５.６％、脳血管疾患

が９.７％となっています。（図１－２６）。 
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（図１－２３）新生児死亡数(本市)・新生死亡率(本市・全国・神奈川県)の推移
新生児死亡数(本市) 新生児死亡率(全国)
新生児死亡率(神奈川県) 新生児死亡率(本市)
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「神奈川県衛生統計年報」による。
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（図１－２４）周産期死亡数(本市)・周産期死亡率(本市・全国・神奈川県)の推移
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「神奈川県衛生統計年報」による。
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（図１－２５）本市における死因順位の年次推移（数値は死亡数：人） 

年／順位 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 

平成１９年 
悪性新生物 心疾患 脳血管疾患 肺炎 不慮の事故 

２,７４８ １,２９８ ８９５ ７０３ ３００ 

平成２０年 
悪性新生物 心疾患 脳血管疾患 肺炎 

その他の呼吸
器系の疾患 

２,７８１ １,３１９ ９３３ ７５０ ３５５ 

平成２１年 
悪性新生物 心疾患 脳血管疾患 肺炎 

その他の呼吸
器系の疾患 

２,８８７ １,３０６ ９２１ ７６４ ３３７ 

平成２２年 
悪性新生物 心疾患 脳血管疾患 肺炎 

その他の呼吸
器系の疾患 

２,８８４ １,４１２ ９１９ ８２２ ３７９ 

平成２３年 
悪性新生物 心疾患 脳血管疾患 肺炎 

その他の呼吸
器系の疾患 

２,９９９ １,５０９ ９４０ ８６８ ３９３ 

「川崎市健康福祉年報」による。 

〇 本市における死亡の場所別の死亡割合については、過去５年間で最も多い

場所は病院・診療所で、続いて自宅、老人ホーム、介護老人保健施設となっ

ています。平成２３年には、病院・診療所が７７.５％を占め、自宅

が１５.５％、老人ホームが３.８％、介護老人保健施設が０.８％となって

います（図１－２７）。過去５年間の推移をみた場合、病院・診療所の割合

は減少傾向にありますが、自宅・老人ホーム・介護老人保健施設の割合がい

ずれも増加傾向となっています。 
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（図１－２６）本市における「三大死因」の死亡割合の推移

悪性新生物 心疾患 脳血管疾患 その他

「川崎市健康福祉年報」による。
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(2) 市民の入院受療動向と医療機関の受け入れ状況 

① 市民の入院受療動向 

〇 県の「神奈川県医療機能調査（平成２４年５月）」によると、調査時点に

おいて、県内の医療機関で入院治療を受けている市内居住者の年齢別割合に

ついては、１歳以上１５歳未満の患者は２.４％、１５歳以上６５歳未満の

患者は３１.８％ですが、６５歳以上の患者は６５.８％となっています

（図１－２８）。 

〇 また、市内居住者の患者の年齢区分ごとに入院先の医療機関の所在地を見

ると、１歳以上１５歳未満の患者の９１.１％、１５歳以上６５歳未満の患

者の８０.７％、６５歳以上の患者の８３.２％は市内の医療機関に入院して

います（図１－２９）。 
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（図１－２７）本市における死亡の場所別の死亡割合の推移
病院・診療所 介護老人保健施設 老人ホーム 自宅 その他

0%

「川崎市健康福祉年報」による。

1歳以上15歳未満

2.4%

15歳以上65歳未満

31.8%
65歳以上 65.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

（図１－２８）県内の医療機関に入院する市内居住者の年齢別割合
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〇 さらに、同調査により、調査時点において県内の医療機関に入院している

市内居住者の疾病別割合を見ると、がんが１１.５％、脳卒中が１４.２％、

心臓病が０.６％、糖尿病が３.０％、精神疾患が１２.９％となっています

（図１－３０）。 

② 市内の医療機関における入院患者の状況 

〇 同調査の調査時点において、市内北部地区（高津区・宮前区・多摩区・麻

生区）に所在する医療機関の入院患者の６８.５％、南部地区（川崎区・幸

区・中原区）に所在する医療機関の入院患者の７２.２％は、市内の居住者

となっています（図１－３１・１－３２）。 
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1歳～15歳未満

15歳～65歳未満

65歳以上

（図１－２９）県内の医療機関における市内居住者の年齢別入院動向

川崎市内の医療機関 横浜市内の医療機関

相模原市内の医療機関 その他県内の医療機関

0%

がん 11.5%

脳卒中 14.2% 糖尿病 3.0%

心臓病 0.6%

精神疾患 12.9%

その他 57.8%

（図１－３０）県内の医療機関における市内居住者の疾病別入院状況
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〇 市内北部地区の医療機関に入院する市外の居住者では、東京都居住者の比

率が高く、１７.０％を占めています。また、市内南部地区の医療機関に入

院する市外の居住者では、横浜市居住者の比率が高く、１９.０％を占めて

います。 

○ これらのことから、多くの市民が市内の医療機関を利用しているとともに、

交通の利便性などを活かし、近隣都市の医療機関も含めて、どの医療機関で

受療するか、選択の幅が広がっていることがわかります。 

市内居住者

68.5%

横浜市居住者

9.0% 相模原市居住者

0.7%

その他県内居住者

2.3%
東京都居住者

17.0%

その他道府県居住者

2.5%

その他

31.5%

（図１－３１）市内北部地区の医療機関における入院患者の居住地別割合
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相模原市居住者
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その他県内居住者

1.4%
東京都居住者

5.4%

その他道府県居住者

1.7%

その他

27.8%

（図１－３２）市内南部地区の医療機関における入院患者の居住地別割合



-２２- 

 ことば  

合計特殊出生率 ： １５歳から４９歳までの女性の年齢ごとの年間の出生率を合計したもので、１人の

女性が一生の間に出産する子どもの数の推計として利用されますが、出産年齢の変化やその地

域の人口構成によって数値が変動しやすいという性質があります。たとえば、出産年齢の高齢化

が進行している中で、若い世代の人口が増加している地域などでは、合計特殊出生率が一時的

に過少に算出されることがあります。
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４ 医療提供施設等 

(1) 病床数 

〇 医療機関はその専門性や機能、患者の病状により、様々な病床を設置し、

急性期*から慢性期*、終末期*までの医療を担います。 

〇 病床数は、医療法により、県が保健医療圏（１ページ）ごとに総数の上限

値（基準病床数）を定めています。現に使用されている病床数（既存病床数）

がこの上限を超えている保健医療圏では、原則として新たに病床を増やすこ

とはできません。 

〇 県では、神奈川県保健医療計画により、一般病床*及び療養病床*について

は、本市の２つの二次保健医療圏ごとに、それらの合計数をもって基準病床

数を定めています（図１－３３）。その他の病床については、県全域（三次

保健医療圏）で基準病床数を定めています（図１－３４）。 

（図１－３３）神奈川県保健医療計画で定める基準病床数等（二次保健医療圏） 

二次保健医療圏 基準病床数(Ａ) 既存病床数(Ｂ)※ 
過不足病床数 

(Ｂ)-(Ａ)

川崎北部保健医療圏 ４,３５３ ４,１７０ △１８３ 

川崎南部保健医療圏 ４,０５９ ４,８４３ ７８４ 

市 内 計 ８,４１２ ９,０１３ ６０１ 

※ 平成２４年３月３１日現在 

（図１－３４）その他の病床で市内に設置されている病床 

病床の種別 精神病床 感染症病床 結核病床 

既存病床数※ １,４５８ １２ ４０ 

※ 平成２４年３月３１日現在 

〇 病院の人口１０万あたりの病院の病床数については、本市の一般病床の病

床数は５１８.０床で、県平均（５１３.３床）をやや上回っています。療養

病床は９５.７床で、大都市の中で最も少なく、全国平均（２５８.３床）、

県平均（１４５.６床）を大きく下回っています（図１－３５）。 
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(2) 医療機関及び薬局の施設数（平成２５年２月１日現在） 

〇 医療法では、２０床以上の病床を設置する医療機関を「病院」、２０床未

満の病床を設置する医療機関や、病床を設置しない医療機関を「診療所」と

定めています。また、病床を設置している診療所を「有床診療所」、病床を

設置していない診療所を「無床診療所」といいます。 

〇 病院については、市内には市立３病院（市立川崎病院・市立井田病院・市

立多摩病院）を含めて、４２施設が設置されています（図１－３６）。 

0 200 400 600 800 1,000 1,200

熊本市

福岡市

北九州市

広島市

岡山市

神戸市

堺市

大阪市

京都市

名古屋市

浜松市

静岡市

新潟市

相模原市

川崎市

横浜市

千葉市

さいたま市

仙台市

札幌市

東京都の区部

神奈川県

全国

（図１－３５）大都市における人口１０万あたり病院の病床数
療養病床

一般病床

国の「平成２３年医療施設（静態・動態）調査」による。
(床)
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〇 診療所のうち、内科や外科、眼科や産婦人科などの診療を受け持ち、医師

が管理する診療所を「医科診療所」といいます。市内には、市立の医科診療

所（市休日急患診療所・市中部地域療育センターなど）を含めて、９３４施

設の医科診療所が設置されています（図１－３７）。 

〇 診療所のうち、歯科の診療を受け持ち、歯科医師が管理する診療所を「歯

（図１－３６） 

病院 ４２施設 

（平成２５年２月１日現在） 

（図１－３７） 

医科診療所 ９３４施設 

（平成２５年２月１日現在） 
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科診療所」といいます。市内には、歯科保健センターを含めて、７４９施設

の歯科診療所が設置されています（図１－３８）。 

○ 市販薬などを販売するだけではなく、調剤室を設置しており、薬剤師が常

駐して、医師等の処方箋に基づいた医薬品を調剤する医療提供施設が「薬局」

です。市内には５３８施設の薬局が設置されています（図１－３９）。 

（図１－３８） 

歯科診療所 ７４９施設 

（平成２５年２月１日現在） 

（図１－３９） 

薬 局 ５３８施設 

（平成２５年２月１日現在） 
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 ことば  

「一般病床」・「療養病床」・「急性期医療」など 

病院や有床診療所には、患者の病状に応じて様々な種類の病床が用意されています。最も多い

病床が「一般病床」と「療養病床」です。病床には、この他に「精神病床」・「感染症病床」・「結核病床」

があります。同じ目的や機能の病床を集めた病院内の区画が「病棟」です。 

一般病床

 比較的短期間の入院治療を行なうための病床で、ＩＣＵなどの病床も含まれます。 

療養病床

 長期間の療養を必要とする患者を受け入れるための病床です。 

また、患者などの病状や治療の時期・期間に応じて、医療機関が提供する医療は、概ね「予防医

療」「急性期医療」「亜急性期医療」「慢性期医療」「終末期医療」に分類されます。医療機関は、そ

れぞれの機能や専門性に基づき、この分類に応じて一般病床や療養病床を組み合わせています。 

一般病床と療養病床の役割分担のイメージ

亜急性期医療（主に日・週単位の治療） 

終末期医療 

急性期医療（主に時間・日単位の治療） 

一般病床

治療・手術・出産など 

一般病床又は療養病床 

リハビリテーションなど

予防医療 

定期健康診断 

人間ドックなど 

一般病床

緩和ケア病棟

慢性期医療（主に月単位の治療） 

療養病床

長期間の入院など

退院・在宅医療 

退院・在宅医療 

退院・在宅医療 
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